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１．地域連携会議について

令和6年2月9日 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム
「令和６年度障害福祉サービス等報酬改定における主な
改定内容」より 3



１．地域連携会議について

●事業所と地域との連携による
①利用者と地域との関係づくり、②地域の人への施設等や利用者に関する理解の促進、
③サービスの透明性・質の確保、④利用者の権利擁護
を目的に、事業所が設置する外部の目を入れた会議体。

●会議の構成員は、
利用者、利用者家族、地域の関係者、福祉に知見のある人、経営に知見のある人、市町村担当者など
を想定。このうち、利用者、利用者家族、地域の関係者は必ず選出することが必要。

●地域連携推進員による事業所見学は、共同生活住居単位となることから、グループホームB、
グループホームCサテライトDそれぞれに年１回以上行われることが必要です。

共同生活援助
A事業所

地域連携会議

グループホームB 事業所見学

グループホームC 事業所見学

サテライトD 事業所見学
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１．地域連携会議について
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１．地域連携会議について
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１．地域連携会議について
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利用者がサテライトに３年を超えて利用する場合は、
事業所が給付決定をしている市町村に報告し、
利用者のサテライト利用を認めてもらうこと!

２．サテライトの注意点
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３．日中サービス支援型共同生活援助の注意点

日中サービス支援型指定共同生活援助を行う事業者は、日中サービス支援型指定共同生活
援助事業所を地域に開かれたサービスとすることにより、当該サービスの質の確保を図る観点から、
法第 89条の３第１項に規定する協議会又は都道府県若しくは市町村職員、障害福祉サービ
ス事業所、医療関係者、相談支援事業所等が参加して障害者の地域生活等の検討を行う会
議（以下「協議会等」という。）に対し、定期的に日中サービス支援型指定共同生活援助の実
施状況及び地域連携推進会議における報告、要望、助言等又はサービスの第三者評価等の結
果等を報告し、当該実施状況等について当該協議会等による評価を受けるとともに、当該協議
会等から必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならないこととしたものである。

日中サービス支援型共同生活援助の事業者は、設置する市町村と連携
し、年１回以上、市町村が設置する自立支援協議会等から評価をうける
こと!

※日中サービス支援型共同生活援助の開設においての注意点
県の指定申請前に設置する市町村での自立支援協議会等による評価を受ける必要があります。
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４．利用者負担額について

【根拠法令】
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの
事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成十八年厚生労働省令第百七十一号（以下、基準省令））

（利用者負担額等の受領）
第二百十条の四 指定共同生活援助事業者は、指定共同生活援助を提供した際は、支給決定障害者から

当該指定共同生活援助に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
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４．利用者負担額について

基準省令第二百十一条第2項（介護サービス包括型、外部サービス利用型）
調理、洗濯その他の家事等は、原則として利用者と従業者が共同で行うよう努めなければ
ならない。

●食材料費
・調理は、利用者と世話人が共同で行うので、食材料費のみ受領可。

（世話人の人件費は、給付費と重複するため不可。）
・食材料費を集計し、残額があれば利用者に返還すること。

（少なくとも年1回は集計すること。）

●光熱水費
・実費を集計し、残額があれば利用者に返還すること。

（少なくとも年1回は集計すること。）
・短期入所と本体施設のように、光熱水費が他施設と合算の場合は、按分の

根拠を明確に示せるようにしておくこと。
・従業者が利用することにより光熱水費が増加する場合は、事業者負担額を

適正に設定すること。
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４．利用者負担額について

●家賃
・実費の範囲内であることから、基本的に以下のとおり算定すること。

【自己所有の場合】
建設費用（修繕費用等含む） ÷ 耐用月数 ÷ 利用定員

【賃貸物件の場合】
家賃（事業者⇒大家） ÷ 利用定員

※留意事項
・宿直室等、専ら従業者が利用する部分に相当する額を控除すること。
・公的費用（補助金）の有無についても勘案すること。
・近隣地域の相場を上回らないこと。
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４．利用者負担額について

●日用品費
・利用者に一律に提供するもの（トイレットペーパー、石けん等）
・一般的に利用者の日常生活に最低限必要と考えられる物品

・留意事項
a. 運営規程に金額を明記する。
b. 実費を集計し、残額があれば利用者に返還すること。
（少なくとも年1回は集計すること。）

c. 従業者も使用する物品は、適切な額を控除すること

●その他日常生活品費（厚労省通知より抜粋）
・対象費用

①利用者の希望によって、身の回り品を提供する場合に係る費用
②利用者の希望によって、教養娯楽等を提供する場合に係る費用
③利用者の希望によって、送迎を提供する場合に係る費用

・留意事項
すべての利用者に対して一律に提供し、その費用を画一的に徴収する

ことは認められない。
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５．意思決定支援について
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６．虐待防止・権利擁護・業務継続について
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６．虐待防止・権利擁護・業務継続について
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６．虐待防止・権利擁護・業務継続について

運営規定担当者
配置記録訓練研修委員会

従業者周知指針計画策定
従業者周知

〇〇〇〇虐待防止

〇〇〇〇身体拘束等の禁止

〇〇〇BCP
（感染症）

〇〇〇〇衛生管理

〇〇〇BCP
（非常災害）

〇防火管理者
（消防法）〇〇非常災害対策

〇
(県に報告)

事故対応

※ は合同開催可。
ただし、両方の内容を含んでいることが確認できるよう記録を残す必要有り
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７．情報公表未報告について
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７．情報公表未報告について

WAMNET（障害福祉サービス事業所検索）への登録をください。

【注意事項】
・毎年７月３１日までに更新ください。

・事業者(法人)情報の『システムからの連絡用メールアドレス』に間違いが無いか確認ください。
大分県からの情報はこのメールに発信しています。

・事業所登録内の『システムからの連絡先』を必ず記入ください。国からの災害通知連絡は
このアドレスに届きます。
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８．届出等が必要な加算等について
各種加算等では、人員基準、設備基準、利用者要件、支援実績等の実体的要件に加え、
県（又は中核市）への届出が必要となる加算がある。

１ 届出が必要な加算
報酬告示に「・・・として都道府県知事に届け出た○○○事業所において」といった記載
があるもの。＝「体制等状況一覧表」に項目があるもの
【要届出（例）】
・福祉専門職員配置等 ・食事提供体制 ・送迎体制
【届出不要（例）】
・欠席時対応加算 ・医療連携体制

2 届出が必要な場合の提出期限
加算開始月の前月15日まで
（例外有り⇒食事提供体制加算は届出日から算定可）
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８．届出等が必要な加算等について

身体拘束廃止未実施 　１．なし　　２．あり

医療連携体制加算（Ⅶ）

福祉専門職員配置等

地域生活移行個別支援

福祉・介護職員等処遇改善加算対象（※16） １．なし　　２．Ⅰ　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ　　５．Ⅳ　　６．Ⅴ

福祉・介護職員等処遇改善加算（Ⅴ）区分（※17）

１．Ｖ（１）　　２．Ｖ（２）　　３．Ｖ（３）　　４．Ｖ（４）　　５．Ｖ（５）
６．Ｖ（６）　　７．Ｖ（７）　　８．Ｖ（８）　　９．Ｖ（９）　　１０．Ｖ（１０）
１１．Ｖ（１１）　１２．Ｖ（１２）　　１３．Ｖ（１３）　　１４．Ｖ（１４）

介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表

提供サービス 定員数
人員配置区分
（※2）

その他該当する体制等
適用開始日

　　１．一級地　２．二級地　３．三級地　４．四級地　５．五級地
　　６．六級地　７．七級地　２０．その他

各サービス共通 地域区分

訓
練
等
給
付

障害者支援施設等感染対策向上体制 １．なし　　２．Ⅰ　　３．Ⅱ　　４．Ⅰ・Ⅱ

１．6:1
２．10:1
３．旧Ⅰ型
４．旧Ⅱ型
１１．旧日中支援Ⅰ型
１２．旧日中支援Ⅱ型
１３．5:1

施設区分

　　１．なし　　２．Ⅰ　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ　　５．Ⅰ・Ⅱ　　６．Ⅰ・Ⅲ
　　７．Ⅱ・Ⅲ　　８．Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

地域生活支援拠点等 　１．非該当　　２．該当

　１．なし　　３．Ⅱ　　４．Ⅲ　　５．Ⅰ

大規模住居（※7）
１．なし　　２．定員8人以上　　３．定員21人以上
４．定員21人以上（一体的な運営が行われている場合）

職員欠如

　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．あり

　１．非該当　　２．該当

　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．あり

人員配置体制 　１．なし　　２．7.5:1　　３．12:1　　４．20:1　　５．30:1

　１．なし　　２．あり

居住支援連携体制

虐待防止措置未実施

　１．非該当　　２．該当

重度障害者支援職員配置（※8）

　１．なし　　２．あり

通勤者生活支援

共同生活援助

　１．なし　　２．あり

１．介護サービス包括型　２．外部サービス利用型　３．日中サービス支援型

高次脳機能障害者支援体制

１．なし　　２．Ⅳ　　３．Ⅴ　　４．Ⅵ　　５．Ⅳ・Ⅴ
６．Ⅳ・Ⅵ　　７．Ⅴ・Ⅵ　　８．Ⅳ・Ⅴ・Ⅵ

移行支援住居体制（自立生活支援加算（Ⅲ）） 　１．なし　　２．あり

サービス管理責任者欠如

中核的人材配置体制

指定管理者制度適用区分

　１．なし　　２．あり

視覚・聴覚等支援体制

業務継続計画未策定 　１．なし　　２．あり

医療的ケア対応支援体制

　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．あり

強度行動障害者地域移行体制

夜間支援等体制加算Ⅰ加配職員体制

　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．Ⅱ　　３．Ⅰ

精神障害者地域移行体制

夜間支援等体制

看護職員配置体制

情報公表未報告

　１．なし　　２．あり

夜勤職員加配体制

ピアサポート実施加算

　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．あり

　１．なし　　２．あり強度行動障害者体験利用加算職員配置
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ご清聴ありがとうございました。


